
訓

令 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
一
号 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
事
務
局 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

馬 

橋 

隆 

紀 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
六
年
埼
玉
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
一
の
二
人
事
委
員
会
事
務
全
般
に
関
す
る
事
務
の
項
人
事
委
員
会
決
裁
事
項
の
欄
４
中

「
給
与
」
を
「
人
事
評
価
、
給
与
」
に
改
め
、
「
勤
務
成
績
の
評
定
、
」
を
削
る
。 

 

別
表
第
一
の
三
人
事
委
員
会
に
対
す
る
情
報
公
開
、
個
人
情
報
に
係
る
不
服
申
立
て
等
に
関
す

る
事
務
の
項
事
務
の
種
類
の
欄
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
一
の
三
人
事
委
員
会
に
対
す
る
情
報
公
開
、
個
人
情
報
に
係
る
不
服
申
立
て
等
に
関
す

る
事
務
の
項
人
事
委
員
会
決
裁
事
項
の
欄
中
２
か
ら
５
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

２ 

行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
。
以
下
「
不
服
審
査
法
」
と
い
う
。
） 

 
 

第
二
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
審
査
請
求
書
等
の
補
正
（
軽
微
な
も
の
を
除
く
。
）
を
命 

 

 
 

じ
る
こ
と
。 

 

３ 

不
服
審
査
法
第
四
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
、
却
下
し
、
又
は 

 
 

棄
却
す
る
こ
と
。 

 

４ 

不
服
審
査
法
第
四
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
処
分
の
取
消
、
変
更
等
を
す
る
こ
と
。 

 

５ 

不
服
審
査
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
却
下
、
棄
却
等
を
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
一
の
三
人
事
委
員
会
に
対
す
る
情
報
公
開
、
個
人
情
報
に
係
る
不
服
申
立
て
等
に
関
す

る
事
務
の
項
人
事
委
員
会
決
裁
事
項
の
欄
中
６
を
削
る
。 

 

別
表
第
一
の
三
人
事
委
員
会
に
対
す
る
情
報
公
開
、
個
人
情
報
に
係
る
不
服
申
立
て
等
に
関
す

る
事
務
の
項
事
務
局
長
専
決
事
項
の
欄
中
３
及
び
４
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

３ 

不
服
審
査
法
第
二
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
審
査
請
求
書
の
軽
微
な
補
正
を
命
ず
る
こ 

 
 

と
。 

 

４ 

不
服
審
査
法
第
二
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
審
査
請
求
の
取
下
げ
に
係
る
書
面
を
受
理 

 
 

す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
の
三
事
務
局
職
員
の
任
免
に
関
す
る
事
務
の
項
人
事
委
員
会
決
裁
事
項
の
欄

11
中

「
第
二
十
八
条
の
五
第
二
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
三
項
」
を
「
（
地
公
法
第
二
十
八
条
の
五

第
二
項
及
び
第
二
十
八
条
の
六
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
二
の
三
事
務
局
職
員
の
任
免
に
関
す
る
事
務
の
項
事
務
局
長
専
決
事
項
の
欄
12
中
「
第



二
十
八
条
の
五
第
二
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
三
項
」
を
「
（
地
公
法
第
二
十
八
条
の
五
第
二

項
及
び
第
二
十
八
条
の
六
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
改
め
る
。 

 
別
表
第
二
の
四
事
務
局
職
員
の
服
務
等
に
関
す
る
事
務
の
項
委
員
長
専
決
事
項
の
欄
４
中
「
営

利
企
業
等
へ
の
従
事
」
を
「
営
利
企
業
へ
の
従
事
等
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
二
の
四
事
務
局
職
員
の
服
務
等
に
関
す
る
事
務
の
項
委
員
長
専
決
事
項
の
欄
中
５
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

５ 

事
務
局
長
の
次
に
掲
げ
る
場
合
（
イ
及
び
ロ
の
場
合
並
び
に
カ
の
場
合
の
う
ち
永
年
勤
続 

 
 

表
彰
受
賞
に
係
る
場
合
は
、
引
き
続
き
三
日
以
上
の
と
き
に
限
る
。
）
に
お
け
る
職
務
に
専 

 
 

念
す
る
義
務
を
免
除
す
る
こ
と
。 

 
 

イ 

研
修
を
受
け
る
場
合 

 
 

ロ 

厚
生
に
関
す
る
計
画
の
実
施
に
参
加
す
る
場
合 

 
 

ハ 

裁
判
員
、
証
人
、
鑑
定
人
、
参
考
人
等
と
し
て
官
公
署
に
出
頭
す
る
場
合 

 
 

ニ 

職
務
に
関
連
の
あ
る
国
家
公
務
員
又
は
他
の
地
方
公
共
団
体
の
公
務
員
と
し
て
の
職
を 

 

 
 

 

兼
ね
、
職
を
兼
ね
、
そ
の
職
に
属
す
る
事
務
を
行
う
場
合 

 
 

ホ 

法
令
又
は
条
例
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
た
職
員
の
厚
生
福
利
を
目
的
と
す
る
団
体
の
事 

 
 

 

業
又
は
事
務
に
従
事
す
る
場
合 

 
 

へ 

地
公
法
第
四
十
六
条
若
し
く
は
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
又
は
職
員
か
ら
の
苦
情
相
談 

 
 

 

 
 

 

に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
一
―
一
四
。
以
下
「
苦
情
相
談
規
則
」
と 

 
 

 

い
う
。
）
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
勤
務
条
件
に
関
す
る
措
置
の
要
求
を
し
、
不
利
益 

 
 

 

処
分
に
関
す
る
審
査
請
求
を
し
、
又
は
苦
情
の
申
出
若
し
く
は
相
談
を
し
、
及
び
こ
れ
ら 

 
 

 

に
関
し
、
人
事
委
員
会
が
行
う
審
査
又
は
調
査
の
た
め
出
頭
す
る
場
合 

 
 

ト 

地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十
一
号
。
以
下
「
地
公
災
法
」 

 
 

 

と
い
う
。
）
第
五
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
審
査
請
求
若
し
く
は
再
審
査
請
求
を
し
、 

 
 

 

又
は
同
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
審
査
請
求
人
と
し
て
出
頭
す
る
場
合 

 
 

チ 

労
働
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
第
七
条
の
規
定
に
違
反
し
た
旨 

 
 

 

の
申
立
て
を
し
、
及
び
こ
れ
に
関
し
、
労
働
委
員
会
が
行
う
審
問
の
た
め
出
頭
す
る
場
合 

 
 

リ 

地
公
法
第
五
十
五
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
局
に
不
満
を
表
明
し
、
又
は
意 

 
 

 

見
を
申
し
出
る
場
合 

 
 

ヌ 

職
務
の
遂
行
に
必
要
な
資
格
試
験
を
受
け
る
場
合 

 
 

ル 

国
若
し
く
は
公
共
団
体
又
は
公
共
的
団
体
の
依
頼
を
受
け
て
講
演
、
講
義
、
演
技
等
を 

 
 

 

行
う
場
合 

 
 

ヲ 

県
行
政
と
密
接
な
関
係
を
有
し
、
県
が
指
導
育
成
を
行
う
こ
と
を
必
要
と
す
る
団
体
の 

 
 

 

事
務
に
従
事
す
る
場
合 

 
 

ワ 

職
員
団
体
の
指
名
を
受
け
た
者
、
労
働
組
合
の
代
表
者
又
は
こ
れ
ら
の
団
体
か
ら
委
任 

 



 
 

 

を
受
け
た
者
と
し
て
当
局
と
適
法
な
交
渉
を
行
う
場
合 

 
 

カ 

人
事
委
員
会
が
特
に
必
要
と
認
め
人
事
委
員
会
の
承
認
を
受
け
た
場
合 

 
別
表
第
二
の
四
事
務
局
職
員
の
服
務
等
に
関
す
る
事
務
の
項
事
務
局
長
専
決
事
項
の
欄
９
ト
中

「
苦
情
相
談
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
一
―
一
四
。
以
下
「
苦
情
相
談
規
則
」

と
い
う
。
）
」
を
「
苦
情
相
談
規
則
」
に
、
「
不
服
の
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
、
同

欄
９
リ
中
「
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
」
を
削
り
、
同
欄
11
中
「
営
利
企
業
等
へ

の
従
事
」
を
「
営
利
企
業
へ
の
従
事
等
」
に
改
め
、
同
欄
23
中
「
第
十
九
条
」
の
下
に
「
第
一
項
」

を
、
「
又
は
」
の
下
に
「
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
」
を
加
え
る
。 

 

別
表
第
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 



 

 

別
表
第
三
（
第
三
条
、
第
五
条
関
係
） 

 

個
別
の
決
裁
事
項
、
専
決
事
項 

事
務
の
種
類 

人
事
委
員
会
決
裁
事
項 

事
務
局
長
専
決
事
項 

一 
職
員
の
勤
務
条

件
等
に
関
す
る

事
務 

１ 

地
公
法
第
二
十
三
条
の
四
の
規
定
に
基
づ
き
、
人
事
評
価
の

実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
任
命
権
者
に
勧
告
す
る
こ

と
。 

２ 

地
公
法
第
三
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
研
修
に
関

す
る
計
画
の
立
案
そ
の
他
研
修
の
方
法
に
関
し
必
要
な
事
項
に

つ
い
て
任
命
権
者
に
勧
告
す
る
こ
と
。 

３ 

職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人

事
委
員
会
規
則
一
二
―
二
）
第
二
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
承

認
を
す
る
こ
と
。 

４ 

職
員
の
懲
戒
の
手
続
及
び
効
果
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人

事
委
員
会
規
則
十
―
一
）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
規
則
の

実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
。 

１ 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
埼
玉

県
条
例
第
二
号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条

第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
勤
務
時
間
を
別
に
定
め
る
場
合
の
承

認
を
す
る
こ
と
。 

２ 

勤
務
時
間
条
例
第
四
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、

週
休
日
の
特
例
を
定
め
る
場
合
の
協
議
に
応
ず
る
こ
と
。 

３ 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委

員
会
規
則
一
三
―
一
八
。
以
下
「
勤
務
時
間
規
則
」
と
い
う
。
）

第
一
条
の
四
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
人
事
委
員
会
が

定
め
る
日
を
定
め
る
こ
と
。 

４ 

勤
務
時
間
規
則
第
一
条
の
五
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の

規
定
に
基
づ
き
、
人
事
委
員
会
が
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事

項
を
定
め
る
こ
と
。 

５ 

勤
務
時
間
規
則
第
一
条
の
五
第
四
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ

き
、
人
事
委
員
会
が
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
定
め
る

こ
と
。 

６ 

勤
務
時
間
規
則
第
三
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
休
憩
時
間
を

一
斉
に
与
え
な
い
こ
と
と
す
る
場
合
の
協
議
に
応
ず
る
こ
と
。 

７ 

勤
務
時
間
規
則
第
四
条
の
二
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
時
間

外
勤
務
代
休
時
間
の
指
定
の
手
続
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め

る
場
合
の
協
議
に
応
ず
る
こ
と
。 

８ 

勤
務
時
間
規
則
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
の
休

日
の
代
休
日
の
指
定
の
手
続
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
場

合
の
協
議
に
応
ず
る
こ
と
。 

９ 

勤
務
時
間
規
則
第
九
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
年
次
休
暇

の
単
位
に
つ
い
て
別
な
定
め
を
す
る
場
合
の
協
議
に
応
ず
る
こ

と
。 

10 

勤
務
時
間
規
則
第
十
一
条
第
一
項
第
十
二
号
又
は
第
十
三
号 

 
 
 

の
規
定
に
基
づ
き
、
結
婚
休
暇
又
は
出
産
補
助
休
暇
の
期
間
を  

 
 
 

定
め
る
場
合
の
協
議
に
応
ず
る
こ
と
。 

 



 

11 

勤
務
時
間
規
則
第
十
一
条
第
一
項
第
十
六
号
の
規
定
に
基
づ 

 
 

き
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
休
暇
の
期
間
が
十
日
の
範
囲
内
と
な
る
と  

 
 
 

き
を
定
め
る
場
合
及
び
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
休
暇
の
対
象
と
な
る
施  

 
 
 

設
を
定
め
る
場
合
の
協
議
に
応
ず
る
こ
と
。 

12 

勤
務
時
間
規
則
第
二
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
の
勤
務

時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
事
務
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
報

告
を
求
め
る
こ
と
。 

13 

勤
務
時
間
規
則
第
二
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
規
則
の

実
施
に
関
す
る
細
部
の
事
項
を
定
め
る
場
合
の
協
議
に
応
ず
る

こ
と
。 

14 

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七

年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
八
号
。
以
下
「
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
」

と
い
う
。
）
第
三
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
勤
務
時
間
を
別

に
定
め
る
場
合
の
承
認
を
す
る
こ
と
。 

15 

学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
同

条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
場
合
の
協
議
に
応

ず
る
こ
と
。 

16 

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七

年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号
。
以
下
「
学
校
職
員
勤
務
時

間
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
年
次

休
暇
の
単
位
に
つ
い
て
別
な
定
め
を
す
る
場
合
の
協
議
に
応
ず

る
こ
と
。 

17 

学
校
職
員
勤
務
時
間
規
則
第
十
二
条
第
一
項
第
二
十
四
号
の

規
定
に
基
づ
き
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
休
暇
の
期
間
が
十
日
の
範
囲
内

と
な
る
と
き
を
定
め
る
場
合
及
び
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
休
暇
の
対
象

と
な
る
施
設
を
定
め
る
場
合
の
協
議
に
応
ず
る
こ
と
。 

18 

職
員
の
修
学
部
分
休
業
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員

会
規
則
二
一
―
一
）
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
教
育
施
設
を
定

め
る
場
合
の
協
議
に
応
ず
る
こ
と
。 

19 

職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委

員
会
規
則
二
二
―
一
）
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
教
育
施
設
を

定
め
る
場
合
の
協
議
に
応
ず
る
こ
と
。 

 



 

二 

職
員
の
給
与

に
関
す
る
事
務 

１ 

地
公
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
に
適
用
さ

れ
る
基
準
の
実
施
そ
の
他
職
員
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
条

例
を
制
定
し
、
又
は
改
廃
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
県
議
会
か
ら

の
意
見
照
会
に
対
し
て
回
答
す
る
こ
と
。 

２ 

地
公
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
給
料
表
が
適
当
で

あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
県
議
会
及
び
知
事
に
報
告
し
、
並
び

に
給
料
表
に
定
め
る
給
料
月
額
の
増
減
に
つ
い
て
県
議
会
及
び

知
事
に
勧
告
す
る
こ
と
。 

３ 

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県

人
事
委
員
会
規
則
七
―
二
二
一
。
以
下
「
初
任
給
規
則
」
と
い

う
。
）
第
五
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
採
用
試
験

の
結
果
に
基
づ
い
て
職
員
と
な
っ
た
者
以
外
の
職
員
に
級
別
資

格
基
準
表
の
「
採
用
試
験
」
欄
を
適
用
す
る
場
合
の
承
認
を
す

る
こ
と
。 

４ 

初
任
給
規
則
第
十
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
新

た
に
職
員
と
な
っ
た
者
の
職
務
の
級
の
決
定
に
つ
い
て
承
認
を

す
る
こ
と
。 

５ 

初
任
給
規
則
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、

特
定
の
職
務
の
級
に
昇
格
さ
せ
る
場
合
の
承
認
を
す
る
こ
と
。 

６ 

初
任
給
規
則
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
在
級
一

年
未
満
の
者
を
昇
格
さ
せ
る
場
合
の
承
認
を
す
る
こ
と
。 

７ 

初
任
給
規
則
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
別

の
場
合
の
昇
格
に
つ
い
て
承
認
を
す
る
こ
と
。 

８ 

初
任
給
規
則
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
別

の
場
合
の
昇
格
に
つ
い
て
承
認
を
す
る
こ
と
。 

９ 

初
任
給
規
則
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
初
任

給
基
準
を
異
に
す
る
異
動
を
し
た
職
員
の
職
務
の
級
の
決
定
に

関
す
る
承
認
を
す
る
こ
と
。 

10 

初
任
給
規
則
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
給
料

表
の
適
用
を
異
に
す
る
異
動
を
し
た
職
員
の
職
務
の
級
の
決
定

に
関
す
る
承
認
を
す
る
こ
と
。 

11 

初
任
給
規
則
第
二
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
給
料
表
の 

  
 

１ 

地
公
法
第
八
条
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に
基
づ
く
、
給
与
の
支

払
の
監
理
に
関
す
る
こ
と
。 

２ 

初
任
給
規
則
第
九
条
各
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
人
事
交
流
に
よ

り
採
用
し
た
職
員
等
の
級
別
資
格
基
準
表
の
適
用
に
つ
い
て
特

例
を
定
め
る
場
合
の
承
認
を
す
る
こ
と
。 

３ 

初
任
給
規
則
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
人
事
交
流
に

よ
り
採
用
し
た
職
員
等
の
級
別
資
格
基
準
表
の
適
用
に
つ
い
て

特
例
を
定
め
る
場
合
の
承
認
を
す
る
こ
と
。 

４ 

初
任
給
規
則
第
十
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
職
務
の
級

に
決
定
さ
れ
た
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
に
つ
い
て
初
任
給
規

則
第
十
六
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
号
給
を
決

定
す
る
場
合
の
承
認
を
す
る
こ
と
。 

５ 

初
任
給
規
則
第
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
人
事
交
流
に
よ
り

採
用
し
た
職
員
等
の
号
給
を
決
定
す
る
場
合
の
承
認
を
す
る
こ

と
（
初
任
給
規
則
第
十
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
職
務
の
級

に
決
定
さ
れ
た
者
を
除
く
。
）
。 

６ 

初
任
給
規
則
第
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
殊
の
職
に
採
用

し
た
職
員
等
の
号
給
を
決
定
す
る
場
合
の
承
認
を
す
る
こ
と
（
初

任
給
規
則
第
十
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
職
務
の
級
に
決

定
さ
れ
た
者
を
除
く
。
）
。 

７ 

初
任
給
規
則
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
新
た
に
職
員
と
な

っ
た
者
の
う
ち
特
定
の
者
の
号
給
に
つ
い
て
承
認
を
す
る
こ
と

（
初
任
給
規
則
第
十
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
職
務
の
級

に
決
定
さ
れ
た
者
を
除
く
。
）
。 

８ 

初
任
給
規
則
第
二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
の

降
格
後
の
号
給
を
決
定
す
る
場
合
の
承
認
を
す
る
こ
と
。 

９ 

初
任
給
規
則
第
二
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、

初
任
給
基
準
を
異
に
す
る
異
動
を
し
た
職
員
の
号
給
の
決
定
に

関
す
る
基
準
を
定
め
る
場
合
の
承
認
を
す
る
こ
と
。 

10 

初
任
給
規
則
第
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
務

に
復
帰
し
た
派
遣
条
例
に
定
め
る
派
遣
職
員
（
以
下
「
派
遣
職
員
」

と
い
う
。
）
等
の
号
給
を
調
整
す
る
場
合
の
承
認
を
す
る
こ
と
。 

11 
初
任
給
規
則
第
四
十
一
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
派
遣
の 

 



 

  
 

適
用
を
異
に
す
る
異
動
を
し
た
職
員
の
号
給
の
決
定
に
関
す
る

基
準
を
定
め
る
場
合
の
承
認
を
す
る
こ
と
。 

12 

初
任
給
規
則
第
三
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
別
の
場
合

の
昇
給
に
つ
い
て
承
認
を
す
る
こ
と
。 

13 

初
任
給
規
則
第
四
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
規
則
の
規
定

に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
、
又
は
規
則
の
規
定
に
よ
る
こ

と
が
著
し
く
不
適
当
な
場
合
の
別
段
の
取
扱
い
に
つ
い
て
承
認

を
す
る
こ
と
。 

14 

給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則

七
―
一
一
〇
）
第
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
規
則
に
よ
り
難

い
場
合
に
別
段
の
取
扱
い
を
す
る
場
合
の
承
認
を
す
る
こ
と
。 

15 
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員

会
規
則
七
―
七
二
四
。
以
下
「
特
勤
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十

条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
著
し
く
危
険
な
区
域
を
認
め
る

こ
と
。 

16 

特
勤
規
則
第
十
一
条
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
第
一
号
又

は
第
二
号
に
相
当
す
る
と
認
め
る
こ
と
。 

17 

特
勤
規
則
第
十
四
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
著

し
く
危
険
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
。 

18 

特
勤
規
則
第
十
四
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
第

一
号
又
は
第
二
号
に
相
当
す
る
と
認
め
る
こ
と
。 

19 

特
勤
規
則
第
十
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
著
し
く
危

険
な
業
務
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
。 

20 

特
勤
規
則
第
十
四
条
第
九
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
著
し
く
危

険
な
区
域
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
。 

21 

特
勤
規
則
第
十
四
条
第
十
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
心
身
に
著

し
い
負
担
を
与
え
る
業
務
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
。 

22 

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委

員
会
規
則
七
―
九
三
。
以
下
「
期
末
勤
勉
規
則
」
と
い
う
。
）

第
七
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
任
命
権
者
が
、
一
時
差
止
処

分
を
行
う
場
合
の
協
議
に
応
ず
る
こ
と
。 

23 

期
末
勤
勉
規
則
第
七
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一 

 

時
差
止
処
分
の
取
消
し
の
申
立
て
が
な
さ
れ
た
場
合
の
取
扱
い 

 
 
 11  

初
任
給
規
則
第
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
派
遣

の
期
間
中
に
退
職
す
る
派
遣
職
員
の
号
給
を
調
整
す
る
場
合
の

承
認
を
す
る
こ
と
。 

12 

初
任
給
規
則
第
四
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
の
給
料

を
訂
正
す
る
場
合
の
承
認
を
す
る
こ
と
。 

13 

給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則

七
―
三
九
七
）
別
表
第
一
の
規
定
に
基
づ
き
、
給
料
の
調
整
額
を

支
給
す
る
場
合
の
承
認
を
す
る
こ
と
。 

14 

給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
五
七
二
）
附
則
第
六
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
医
師
に
給
料
の
調
整
額
を
支
給
す
る
場
合
の
承
認
を

す
る
こ
と
。 

15 

初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規

則
七
―
五
六
。
以
下
「
初
任
給
調
整
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
採
用
に
よ
る
欠
員
の
補
充
が
困
難
な

職
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
。 

16 

初
任
給
調
整
規
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
学

又
は
歯
学
に
関
す
る
専
門
的
知
識
を
必
要
と
す
る
と
認
め
る
こ

と
。 

17 

住
居
手
当
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―

二
九
九
）
第
二
条
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
配
偶
者
等
が
所
有

し
、
又
は
借
り
受
け
、
居
住
し
て
い
る
住
宅
等
に
準
ず
る
と
認
め

る
こ
と
。 

18 

通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―

二
四
）
第
十
条
第
一
号
又
は
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
通
勤
が

困
難
で
あ
る
と
認
め
又
は
新
幹
線
鉄
道
等
の
特
別
急
行
列
車
、
高

速
自
動
車
国
道
そ
の
他
の
交
通
機
関
等
の
利
用
に
よ
り
得
ら
れ

る
通
勤
事
情
の
改
善
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
。 

19 

単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則

七
―
五
五
〇
。
以
下
「
単
身
赴
任
手
当
規
則
」
と
い
う
。
）
第
六

条
第
二
項
第
二
号
、
第
三
号
又
は
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
職

員
が
職
務
の
遂
行
上
住
居
を
移
転
せ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
を
認

め
る
こ
と
。 



 

 
 
 

 
 

に
つ
い
て
の
協
議
に
応
ず
る
こ
と
。 

24 

学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
埼
玉
県

条
例
第
三
十
三
号
）
第
十
六
条
、
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育

職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四

十
六
年
埼
玉
県
条
例
第
八
十
号
）
第
八
条
及
び
学
校
職
員
の
特

殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
三

十
号
）
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
教
育
委
員
会
規
則
を
定

め
る
場
合
の
協
議
（
軽
易
な
事
項
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に

応
ず
る
こ
と
。 

25 

学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規

則
（
昭
和
三
十
二
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
第

四
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
規
則
に
よ
り
難
い
事
情
が
あ
る

場
合
の
協
議
に
応
ず
る
こ
と
。 

26 

学
校
職
員
の
給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
年

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
号
）
第
十
五
条
の
規
定
に
基

づ
き
、
同
規
則
に
よ
り
難
い
事
情
が
あ
る
場
合
の
協
議
に
応
ず

る
こ
と
。 

27 

学
校
職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭

和
三
十
九
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
第
七
条
の
三

の
規
定
に
基
づ
き
、
任
命
権
者
が
、
一
時
差
止
処
分
を
行
う
場

合
の
協
議
に
応
ず
る
こ
と
。 

28 

学
校
職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
第

七
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
時
差
止
処
分
の
取
消

し
の
申
立
て
が
な
さ
れ
た
場
合
の
取
扱
い
に
つ
い
て
の
協
議
に

応
ず
る
こ
と
。 

29 

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十

四
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
八
号
。
以
下
「
任
期
付
職
員
条
例
」

と
い
う
。
）
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
給
料
月
額
を

承
認
す
る
こ
と
。 

30 

一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
五
号
）
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ 

 

き
、
給
料
月
額
を
承
認
す
る
こ
と
。 

 
 

 

20 

特
勤
規
則
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
大
気
の
汚
染
、
水
質

の
汚
濁
、
土
壌
の
汚
染
、
騒
音
、
震
動
、
地
盤
の
沈
下
、
悪
臭
及

び
有
害
物
質
の
調
査
又
は
取
締
り
の
業
務
に
準
ず
る
と
認
め
る

こ
と
。 

21 

特
勤
規
則
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
蓄
ふ
ん
等
の

発
酵
施
設
に
つ
い
て
認
め
る
こ
と
。 

22 

特
勤
規
則
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ

の
身
辺
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
が
特
に
必
要
で
あ
る
者
に
つ

い
て
承
認
す
る
こ
と
。 

23 

特
勤
規
則
第
十
四
条
第
十
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
心
身
に

著
し
い
負
担
を
与
え
る
も
の
に
つ
い
て
認
め
る
こ
と
。 

24 

特
勤
規
則
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
特
殊
勤
務
手
当
実
績

簿
備
考
五
に
基
づ
き
承
認
を
す
る
こ
と
。 

25 

休
日
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則

七
―
五
四
一
）
第
二
条
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
休
日
勤
務
手

当
の
支
給
さ
れ
る
日
を
承
認
す
る
こ
と
。 

26 

期
末
勤
勉
規
則
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
支
給

日
を
承
認
す
る
こ
と
。 

27 

期
末
勤
勉
規
則
別
表
第
一
の
規
定
に
基
づ
き
、
加
算
を
受
け

る
職
員
及
び
加
算
割
合
の
承
認
を
す
る
こ
と
。 

28 

学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
十
六
条
、
義
務
教
育
諸

学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る

条
例
第
八
条
及
び
学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例

第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
教
育
委
員
会
規
則
を
定
め
る
場
合

の
協
議
の
う
ち
軽
易
な
事
項
に
係
る
も
の
に
応
ず
る
こ
と
。 

29 

学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規

則
等
の
規
定
に
基
づ
き
、
学
校
職
員
の
給
与
に
係
る
協
議
（
人
事

委
員
会
決
裁
事
項
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
に
応
ず
る
こ

と
。 

30 

学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規

則
等
に
基
づ
き
、
学
校
職
員
の
給
与
関
係
通
知
の
制
定
又
は
改
廃

に
つ
い
て
の
協
議
に
応
ず
る
こ
と
。 

 



 

 
 

 

31 

派
遣
条
例
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
給
与
を
支
給

す
る
こ
と
が
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
。 

32 

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処

遇
等
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
七
―
一
）
第

三
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
給
与
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な

る
支
給
割
合
を
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て
認
め
る
こ
と
。 

33 

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県

人
事
委
員
会
規
則
二
〇
―
一
。
以
下
「
任
期
付
職
員
規
則
」
と
い

う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
試
験
の
結
果
に
よ
り

採
用
さ
れ
た
者
に
相
当
す
る
者
と
し
て
認
め
る
こ
と
。 

34 

職
員
の
給
与
に
関
す
る
実
態
等
の
調
査
に
関
す
る
こ
と
。 

35 

職
種
別
民
間
給
与
の
実
態
調
査
に
関
す
る
こ
と
。 

36 

人
事
委
員
会
通
知
の
制
定
並
び
に
こ
れ
に
基
づ
く
承
認
及
び

協
議
事
項
に
関
す
る
こ
と
。 

三 

退
職
管
理
に

関
す
る
事
務 

１ 

地
公
法
第
三
十
八
条
の
四
第
二
項
（
地
公
法
第
三
十
八
条
の

五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基

づ
き
、
任
命
権
者
が
行
う
調
査
の
経
過
に
つ
い
て
、
意
見
を
述

べ
る
こ
と
。 

 

１ 

地
公
法
第
三
十
八
条
の
二
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
か

ら
の
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。 

２ 

地
公
法
第
三
十
八
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
任
命
権
者
か
ら

の
報
告
を
受
理
す
る
こ
と
。 

３ 

地
公
法
第
三
十
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
任
命
権

者
か
ら
の
通
知
を
受
理
す
る
こ
と
。 

４ 

地
公
法
第
三
十
八
条
の
四
第
二
項
（
地
公
法
第
三
十
八
条
の
五

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、

任
命
権
者
に
報
告
を
求
め
る
こ
と
。 

５ 

地
公
法
第
三
十
八
条
の
四
第
三
項
（
地
公
法
第
三
十
八
条
の
五

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、

任
命
権
者
か
ら
の
報
告
を
受
理
す
る
こ
と
。 

６ 

地
公
法
第
三
十
八
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
任
命
権

者
に
調
査
を
行
う
よ
う
求
め
る
こ
と
。 

四 

公
平
審
理
に

関
す
る
事
務 

１ 

地
公
法
第
八
条
第
一
項
第
九
号
及
び
第
四
十
七
条
の
規
定
に

基
づ
き
、
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関

す
る
措
置
の
要
求
を
審
査
し
、
判
定
し
、
及
び
必
要
な
措
置
を

執
る
こ
と
。 

 

１ 

審
査
請
求
規
則
第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
代
理
人
選

任
（
解
任
）
届
及
び
主
任
代
理
人
指
定
（
変
更
）
届
を
受
理
す
る

こ
と
。 

２ 

審
査
請
求
規
則
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
審
査
請
求 

 



 

 

２ 

地
公
法
第
八
条
第
一
項
第
十
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
に

対
す
る
不
利
益
な
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決

を
す
る
こ
と
。 

３ 

地
公
法
第
八
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
律
又
は
条
例

に
基
づ
く
そ
の
権
限
の
行
使
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
き
に
、
証

人
を
喚
問
し
、
又
は
書
類
若
し
く
は
そ
の
写
し
の
提
出
を
求
め

る
こ
と
。 

４ 

地
公
法
第
八
条
第
八
項
及
び
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
職
員
に
対
す
る
不
利
益
な
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求

を
審
査
し
、
並
び
に
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
不
利
益

な
処
分
を
受
け
た
職
員
が
そ
の
処
分
に
よ
っ
て
受
け
た
不
当
な

取
扱
い
を
是
正
す
る
た
め
の
指
示
を
す
る
こ
と
。 

５ 

公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公

務
災
害
補
償
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
四
十

三
号
）
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
立
学
校
の
学
校

医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
上
の
災
害
の
認
定
、

療
養
の
方
法
、
補
償
金
額
の
決
定
そ
の
他
補
償
の
実
施
に
つ
い

て
の
審
査
の
請
求
を
審
査
し
裁
定
す
る
こ
と
。 

６ 

不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉

県
人
事
委
員
会
規
則
一
一
―
一
。
以
下
「
審
査
請
求
規
則
」
と

い
う
。
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
主
任
代
理
人
を

指
定
し
、
及
び
変
更
す
る
こ
と
。 

７ 

審
査
請
求
規
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
代
理
人

の
数
を
制
限
す
る
こ
と
。 

８ 

審
査
請
求
規
則
第
六
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
審
査
請
求

書
の
補
正
を
命
じ
、
又
は
職
権
に
よ
り
軽
微
な
補
正
を
す
る
こ

と
。 

９ 

審
査
請
求
規
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
審
査
請

求
の
受
理
又
は
却
下
の
決
定
を
す
る
こ
と
。 

10 

審
査
請
求
規
則
第
七
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
審
査
請
求

を
却
下
す
る
こ
と
。 

11 

審
査
請
求
規
則
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
数
個
の 

 

 
 
 

 
 

書
記
載
事
項
変
更
届
を
受
理
す
る
こ
と
。 

３ 

審
査
請
求
規
則
第
六
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
審
査
請
求
書

の
軽
微
な
補
正
を
命
ず
る
こ
と
。 

４ 

審
査
請
求
規
則
第
七
条
第
二
項
及
び
第
七
条
の
二
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
却
下
通
知
書
を
送
達
す
る
こ
と
。 

５ 

審
査
請
求
規
則
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
審
査
併
合

又
は
分
離
通
知
書
を
送
達
す
る
こ
と
。 

６ 

審
査
請
求
規
則
第
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
代
表

者
選
任
（
解
任
）
届
を
受
理
す
る
こ
と
。 

７ 

審
査
請
求
規
則
第
九
条
第
十
四
項
（
審
査
請
求
規
則
第
十
条
第

十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
基
づ
き
、
審
理
調

書
を
作
成
す
る
こ
と
。 

８ 

審
査
請
求
規
則
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
審
理
手
続
変
更

請
求
書
を
受
理
す
る
こ
と
。 

９ 

審
査
請
求
規
則
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
審
査
請

求
取
下
申
出
書
を
受
理
す
る
こ
と
。 

10 

審
査
請
求
規
則
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
審
査

の
終
了
通
知
書
を
送
達
す
る
こ
と
。 

11 

審
査
請
求
規
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
裁
決

書
の
写
し
を
送
達
す
る
こ
と
。 

12 

審
査
請
求
規
則
第
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
是
正
指
示
書

を
送
達
す
る
こ
と
。 

13 

審
査
請
求
規
則
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
再
審

の
却
下
通
知
書
を
送
達
す
る
こ
と
。 

14 

措
置
要
求
規
則
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
措
置
要

求
書
記
載
事
項
変
更
届
を
受
理
す
る
こ
と
。 

15 

措
置
要
求
規
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
措
置
要

求
書
の
記
載
事
項
及
び
添
付
資
料
並
び
に
要
求
の
内
容
等
に
つ

い
て
調
査
を
行
う
こ
と
。 

16 

措
置
要
求
規
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
措
置
要

求
書
の
軽
微
な
補
正
を
命
ず
る
こ
と
。 

17 
措
置
要
求
規
則
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
措
置
要
求
取
下 

 



 

 
 
 

 
 

審
査
請
求
を
併
合
し
て
審
査
し
、
又
は
併
合
し
た
審
査
請
求
を

分
離
す
る
こ
と
。 

12 

審
査
請
求
規
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
答
弁
書

及
び
証
拠
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
。 

13 

審
査
請
求
規
則
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
反
論
書

の
提
出
を
求
め
る
こ
と
。 

14 

審
査
請
求
規
則
第
九
条
第
四
項
（
審
査
請
求
規
則
第
十
条
第

十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ

き
、
当
事
者
に
質
問
し
、
又
は
立
証
を
求
め
る
こ
と
。 

15 

審
査
請
求
規
則
第
九
条
第
六
項
（
審
査
請
求
規
則
第
十
条
第

十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ

き
、
職
権
に
よ
る
証
拠
調
べ
を
す
る
こ
と
。 

16 

審
査
請
求
規
則
第
九
条
第
八
項
（
審
査
請
求
規
則
第
十
条
第

十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ

き
、
証
拠
の
申
出
を
却
下
す
る
こ
と
。 

17 

審
査
請
求
規
則
第
九
条
第
十
一
項
（
審
査
請
求
規
則
第
十
条

第
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基

づ
き
、
口
述
書
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
。 

18 

審
査
請
求
規
則
第
九
条
第
十
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
証
人

相
互
の
対
質
を
求
め
る
こ
と
。 

19 

審
査
請
求
規
則
第
九
条
第
十
六
項
（
審
査
請
求
規
則
第
十
条

第
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基

づ
き
、
審
理
を
終
了
す
る
こ
と
。 

20 

審
査
請
求
規
則
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
答
弁
書

又
は
反
論
書
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
。 

21 

審
査
請
求
規
則
第
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
証
人
出

席
の
承
認
を
す
る
こ
と
。 

22 

審
査
請
求
規
則
第
十
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
事
者

相
互
、
当
事
者
と
証
人
又
は
証
人
相
互
の
対
質
を
求
め
る
こ
と
。

 

23 

審
査
請
求
規
則
第
十
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
相
互
に

相
手
の
状
態
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
た
め

の
措
置
を
と
る
こ
と
。 

 

 
 

 
 

申
出
書
を
受
理
す
る
こ
と
。 

18 

措
置
要
求
規
則
第
七
条
、
第
八
条
又
は
第
八
条
の
二
の
規
定

に
基
づ
き
、
判
定
書
、
勧
告
書
若
し
く
は
そ
の
写
し
又
は
そ
の
他

の
文
書
を
送
達
す
る
こ
と
。 

19 

公
務
災
害
補
償
の
審
査
の
申
立
て
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県

人
事
委
員
会
規
則
一
四
―
一
）
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
公
務
災
害
補
償
審
査
申
立
書
記
載
事
項
変
更
届
を
受
理
す
る

こ
と
。 

20 

苦
情
相
談
規
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
関
係
当

事
者
に
対
し
、
指
導
、
あ
っ
せ
ん
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
行
う

こ
と
。 

21 

苦
情
相
談
規
則
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
事
案
の

処
理
を
打
ち
切
る
こ
と
。 



 

 

24 

審
査
請
求
規
則
第
十
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
口
頭
審

理
に
お
け
る
発
言
を
許
し
、
そ
の
指
揮
に
従
わ
な
い
者
の
発
言

を
禁
止
し
、
及
び
発
言
が
相
当
で
な
い
場
合
に
こ
れ
を
制
限
す

る
こ
と
。 

25 

審
査
請
求
規
則
第
十
条
第
九
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
口
頭
審

理
に
お
け
る
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
執
る
こ

と
。 

26 

審
査
請
求
規
則
第
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
人

事
委
員
会
の
委
員
又
は
事
務
局
長
若
し
く
は
事
務
職
員
を
し
て

口
頭
審
理
の
準
備
手
続
を
行
わ
せ
る
こ
と
。 

27 
審
査
請
求
規
則
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
審
査
の
終
了
を
決
定
す
る
こ
と
。 

28 

審
査
請
求
規
則
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
裁
決

を
行
い
、
裁
決
書
を
作
成
す
る
こ
と
。 

29 

審
査
請
求
規
則
第
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
任
命
権
者
に

対
し
、
是
正
の
指
示
を
す
る
こ
と
。 

30 

審
査
請
求
規
則
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
再
審

請
求
の
受
理
又
は
却
下
の
決
定
を
す
る
こ
と
。 

31 

審
査
請
求
規
則
第
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
権
に
よ
る

再
審
を
行
う
こ
と
。 

32 

審
査
請
求
規
則
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
再

審
の
結
果
必
要
な
措
置
を
執
る
こ
と
。 

33 

審
査
請
求
規
則
第
二
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
処
分
に
つ

い
て
の
審
査
請
求
の
手
続
及
び
審
査
の
結
果
執
る
べ
き
措
置
に

関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
。 

34 

勤
務
条
件
に
関
す
る
措
置
の
要
求
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県

人
事
委
員
会
規
則
一
一
―
二
。
以
下
「
措
置
要
求
規
則
」
と
い

う
。
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
措
置
の
要
求
を
受

理
す
べ
き
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
こ
と
。 

35 

措
置
要
求
規
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
措
置
要

求
書
の
補
正
を
命
じ
、
又
は
職
権
に
よ
り
軽
微
な
補
正
を
す
る 

 

こ
と
。 

 



 

 

36 

措
置
要
求
規
則
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
関
係
当

事
者
に
対
し
て
交
渉
の
勧
奨
を
す
る
こ
と
。 

37 

措
置
要
求
規
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
関
係
当

事
者
を
喚
問
し
そ
の
陳
述
を
求
め
、
書
類
又
は
そ
の
写
し
の
提

出
を
求
め
る
こ
と
。 

38 

措
置
要
求
規
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
口
頭
審

理
を
行
う
こ
と
。 

39 

措
置
要
求
規
則
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
関
係
当

事
者
間
を
あ
っ
せ
ん
す
る
こ
と
。 

40 

措
置
要
求
規
則
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
事
案
の
審
査
を

打
ち
切
る
こ
と
。 

41 
措
置
要
求
規
則
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
判
定
を
行
う
こ

と
。 

42 

措
置
要
求
規
則
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
勧
告
す
る
こ

と
。 

43 

措
置
要
求
規
則
第
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
措
置
の
要
求
の

審
査
の
手
続
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
。 

44 

苦
情
相
談
規
則
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
規
則
の
実
施
に

関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
。 

45 

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
条
例
第

十
八
号
。
以
下
「
退
職
手
当
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
退
職
手
当
の
支
給
制
限
等
の
処
分

に
つ
い
て
調
査
審
議
す
る
こ
と
。 

46 

退
職
手
当
条
例
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
口

頭
で
意
見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
る
こ
と
に
関
す
る
こ
と
。 

47 

退
職
手
当
条
例
第
二
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
書

面
又
は
資
料
の
提
出
、
陳
述
又
は
鑑
定
を
求
め
る
こ
と
そ
の
他

必
要
な
調
査
を
す
る
こ
と
。 

48 

退
職
手
当
条
例
第
二
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
資

料
の
提
出
、
意
見
の
表
明
、
説
明
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め

る
こ
と
。 

 



 

五 

労
働
基
準
監

督
機
関
の
職
権

行
使
に
関
す
る

事
務 

１ 

労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
。
以
下
「
労

基
法
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
貯

蓄
金
の
管
理
を
中
止
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。 

２ 

労
基
法
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
事
業
の
継
続

が
不
可
能
と
な
っ
た
事
由
又
は
職
員
を
解
雇
す
る
事
由
を
認
定

す
る
こ
と
。 

１ 

労
基
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
災
害
等
に
よ

る
臨
時
の
必
要
が
あ
る
場
合
の
時
間
外
労
働
等
の
許
可
を
す
る

こ
と
。 

２ 

労
働
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
厚
生
省
令
第
二
十
三

号
）
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
休
憩
自
由
利
用
除

外
の
許
可
を
す
る
こ
と
。 

３ 

人
事
委
員
会
と
埼
玉
労
働
局
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
協
定
に

基
づ
き
、
県
の
行
う
事
業
又
は
事
務
所
に
つ
い
て
の
労
基
法
別
表

第
一
の
号
別
区
分
を
埼
玉
労
働
局
長
と
協
議
を
し
、
及
び
決
定
を

す
る
こ
と
。 

４ 

労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
。
以
下

「
安
衛
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

安
衛
法
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
さ
れ
る
ボ
イ
ラ
ー
そ
の
他

の
特
に
危
険
な
作
業
を
必
要
と
す
る
機
械
等
で
、
政
令
で
定
め
る

も
の
（
以
下
「
特
定
機
械
等
」
と
い
う
。
）
の
落
成
検
査
、
変
更

検
査
及
び
使
用
再
開
検
査
の
合
否
の
決
定
を
し
、
並
び
に
安
衛
法

第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
検
査
証
を
交
付
し
、
若

し
く
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
検
査
結
果
を
検
査
証
に

裏
書
を
す
る
こ
と
。 

５ 

安
衛
法
第
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
機
械
等

の
性
能
検
査
の
合
否
を
決
定
す
る
こ
と
。 

６ 

安
衛
法
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
機
械
等

の
設
置
届
、
移
転
届
又
は
変
更
届
を
受
理
す
る
こ
と
。 

六 

職
員
団
体
に

関
す
る
事
務 

１ 

地
公
法
第
五
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
団
体

を
登
録
す
る
こ
と
。 

２ 

地
公
法
第
五
十
三
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
団
体

の
登
録
の
効
力
を
停
止
し
、
又
は
登
録
を
取
り
消
す
こ
と
。 

３ 

職
員
団
体
等
に
対
す
る
法
人
格
の
付
与
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
五
十
三
年
法
律
第
八
十
号
。
以
下
「
法
人
格
付
与
法
」
と
い

う
。
）
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
団
体
等
の
規
約
を
認

証
す
る
こ
と
。 

４ 

法
人
格
付
与
法
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
団
体
等
の

規
約
の
認
証
を
拒
否
す
る
こ
と
。 

５ 

法
人
格
付
与
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
団 

１ 

地
公
法
第
五
十
三
条
第
九
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
団
体
の

登
録
事
項
の
変
更
届
を
受
理
す
る
こ
と
。 

２ 

地
公
法
第
五
十
三
条
第
十
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
団
体
の

解
散
届
を
受
理
す
る
こ
と
。 

３ 

法
人
格
付
与
法
第
三
条
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
団

体
が
法
人
と
な
る
旨
の
申
出
を
受
理
す
る
こ
と
。 

４ 

法
人
格
付
与
法
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
規
約
の
記
載
事
項

の
変
更
に
係
る
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。 

５ 
法
人
格
付
与
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
団
体

等
に
対
し
、
報
告
等
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
。 

６ 

法
人
格
付
与
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
関
係
機
関 



 

 
 
 
 

 
 

体
等
の
規
約
の
認
証
を
取
り
消
す
こ
と
。 

６ 

行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
。
以
下
「
手
続

法
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、

職
員
団
体
の
登
録
の
取
消
し
又
は
職
員
団
体
等
の
規
約
の
認
証

の
取
消
し
に
関
す
る
聴
聞
を
行
う
こ
と
を
決
定
す
る
こ
と
。 

７ 

手
続
法
第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員

団
体
の
登
録
の
効
力
の
停
止
に
関
す
る
弁
明
の
機
会
の
付
与
を

行
う
こ
と
。 

８ 

手
続
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
団
体
の

登
録
の
取
消
し
又
は
職
員
団
体
等
の
規
約
の
取
消
し
に
関
す
る

聴
聞
の
主
宰
者
を
指
名
す
る
こ
と
。 

９ 

手
続
法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
団
体
の
登
録

の
取
消
し
又
は
職
員
団
体
等
の
規
約
の
認
証
の
取
消
し
に
関
す

る
聴
聞
の
主
宰
者
に
対
し
、
聴
聞
の
再
開
を
命
ず
る
こ
と
。 

10 

職
員
団
体
の
登
録
の
取
消
し
の
聴
聞
の
手
続
に
関
す
る
規

則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
二
―
一
。
以
下
「
聴
聞
規
則
」

と
い
う
。
）
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
聴
聞
に
お
け
る
秩
序

を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
執
る
こ
と
。 

11 

聴
聞
規
則
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
公
共
団
体
の
当

局
、
そ
の
他
事
案
に
関
係
の
あ
る
者
を
喚
問
し
そ
の
陳
述
を
求

め
、
書
類
又
は
そ
の
写
し
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
。 

12 

聴
聞
規
則
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
登
録
の
取
消
し
の
聴

聞
の
手
続
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
。 

  

に
対
し
、
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
。 

７ 

職
員
団
体
の
登
録
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
埼
玉
県
条

例
第
四
十
四
号
。
以
下
「
登
録
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
規

定
に
基
づ
き
、
登
録
し
た
旨
又
は
し
な
い
旨
を
通
知
す
る
こ
と
。 

８ 

登
録
条
例
第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
団
体
の
登

録
事
項
の
変
更
を
し
た
旨
又
は
し
な
い
旨
を
通
知
す
る
こ
と
。 

９ 

職
員
団
体
の
登
録
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則

一
二
―
七
。
以
下
「
登
録
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
規
定
に

基
づ
き
、
職
員
団
体
の
登
録
事
項
の
変
更
を
職
員
団
体
登
録
簿
に

登
録
す
る
こ
と
。 

10 

登
録
規
則
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
団
体
が

法
人
と
な
る
旨
の
申
出
の
受
理
証
明
書
を
交
付
す
る
こ
と
。 

七 

職
員
の
任
用

に
関
す
る
事
務 

１ 

地
公
法
第
十
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
復
職
を

す
る
場
合
に
お
け
る
資
格
要
件
、
任
用
手
続
及
び
任
用
の
際
に

お
け
る
身
分
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
。 

２ 

地
公
法
第
十
八
条
た
だ
し
書
（
地
公
法
第
二
十
一
条
の
四
第

四
項
又
は
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
基
づ
き
、
共
同
又
は
委
託
し
て
、
競
争
試
験
又
は
選
考
を

行
う
こ
と
を
決
定
す
る
こ
と
。 

３ 

地
公
法
第
二
十
一
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の

定
め
る
職
員
の
職
に
つ
い
て
、
そ
の
職
の
競
争
試
験
又
は
選
考 

 

１ 

地
公
法
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
臨
時
的
任
用

を
さ
れ
る
者
の
資
格
要
件
を
定
め
る
こ
と
。 

２ 

地
公
法
第
二
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
臨
時
的
任
用

を
取
り
消
す
こ
と
。 

３ 

任
用
規
則
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
（
初
任
給

規
則
第
十
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
務
の
級
の
者
を
除

く
。
）
の
転
任
を
承
認
す
る
こ
と
。 

４ 
任
用
規
則
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
採
用
試
験
の
告

示
を
す
る
こ
と
。 

 



 

  
 

に
相
当
す
る
国
又
は
他
の
地
方
公
共
団
体
の
競
争
試
験
又
は
選

考
に
合
格
し
た
者
を
、
そ
の
職
の
選
考
に
合
格
し
た
者
と
み
な

す
こ
と
。 

４ 

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
六

―
一
一
。
以
下
「
任
用
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
三
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
職
員
（
初
任
給
規
則
第
十
条
第
一
項
第
一
号

に
掲
げ
る
職
務
の
級
の
者
に
限
る
。
）
の
転
任
を
承
認
す
る
こ

と
。 

５ 

任
用
規
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
同
項
に

掲
げ
る
採
用
試
験
の
区
分
以
外
の
試
験
区
分
を
置
く
こ
と
。 

６ 
任
用
規
則
第
五
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
規
則
別

表
第
二
の
試
験
職
種
欄
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
試
験
職
種
を
置

く
こ
と
。 

７ 

任
用
規
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
採
用
試
験
の

試
験
種
目
を
定
め
る
こ
と
。 

８ 

任
用
規
則
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
採
用
試
験
の

受
験
資
格
を
定
め
る
こ
と
。 

９ 

任
用
規
則
第
八
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
日

本
国
籍
を
有
し
な
い
者
が
採
用
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

職
種
を
定
め
る
こ
と
。 

10 

任
用
規
則
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
十
一
条
の
七
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
試
験
の
合
格
者
を
決
定
す
る
こ
と
。 

11 

任
用
規
則
第
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
委
任
を
決
定
す
る

こ
と
。 

12 

任
用
規
則
第
十
五
条
又
は
第
二
十
一
条
の
十
の
規
定
に
基

づ
き
、
職
員
（
初
任
給
規
則
第
十
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る

職
務
の
級
の
者
に
限
る
。
）
の
選
考
を
行
う
こ
と
。 

13 

任
用
規
則
第
十
八
条
又
は
第
二
十
一
の
十
二
の
規
定
に
基

づ
き
、
選
考
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
の
資
格
要
件
（
重
要

又
は
異
例
な
も
の
に
限
る
。
）
を
定
め
る
こ
と
。 

14 

任
用
規
則
第
二
十
一
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
昇
任
試
験

の
試
験
種
目
、
出
題
分
野
及
び
受
験
資
格
を
定
め
る
こ
と
。 

 

 

５ 

任
用
規
則
第
十
一
条
又
は
第
二
十
一
条
の
六
の
規
定
に
基
づ

き
、
試
験
の
広
報
及
び
そ
の
方
法
の
決
定
（
重
要
又
は
異
例
な
も

の
に
限
る
。
）
を
す
る
こ
と
。 

６ 

任
用
規
則
第
二
十
一
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
受
験

資
格
を
定
め
る
場
合
の
協
議
に
応
ず
る
こ
と
。 

７ 

任
用
規
則
第
十
四
条
又
は
第
二
十
一
条
の
九
の
規
定
に
基
づ

き
、
試
験
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
（
実
施
事
務
要
領
の
決
定

を
除
く
。
）
を
別
に
定
め
る
こ
と
。 

８ 

任
用
規
則
第
十
五
条
又
は
第
二
十
一
条
の
十
の
規
定
に
基
づ

き
、
職
員
（
初
任
給
規
則
第
十
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
務

の
級
の
者
及
び
任
用
規
則
第
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定

に
基
づ
き
、
採
用
を
希
望
す
る
者
の
う
ち
、
あ
ら
か
じ
め
選
考
を

行
っ
た
も
の
を
除
く
。
）
の
選
考
を
行
う
こ
と
。 

９ 

任
用
規
則
第
十
五
条
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
に
基

づ
き
、
選
考
に
よ
り
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
職
の
承
認
を
す
る

こ
と
。 

10 

任
用
規
則
第
二
十
一
条
の
十
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
選

考
に
よ
り
昇
任
さ
せ
る
職
の
承
認
を
す
る
こ
と
。 

11 

任
用
規
則
第
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
又
は
第
二
十
一
条
の

十
一
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
採
用
又
は
昇
任
を
希

望
す
る
者
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
選
考
を
行
う
こ
と
。 

12 

任
用
規
則
第
十
七
条
第
三
項
又
は
第
二
十
一
条
の
十
一
第
三

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
選
考
の
方
法
を
定
め
る
こ
と
。 

13 

任
用
規
則
第
十
八
条
又
は
第
二
十
一
条
の
十
二
の
規
定
に
基

づ
き
、
選
考
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
の
資
格
要
件
（
重
要
又

は
異
例
な
も
の
を
除
く
。
）
を
定
め
る
こ
と
。 

14 

任
用
規
則
第
二
十
条
第
三
項
又
は
第
二
十
一
条
の
十
四
第
三

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
選
考
の
資
格
要
件
を
定
め
る
場
合
の
協
議

に
応
ず
る
こ
と
。 

15 

任
用
規
則
第
二
十
一
条
又
は
第
二
十
一
条
の
十
五
の
規
定
に

基
づ
き
、
選
考
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
（
実
施
事
務
要
領
の

決
定
を
除
く
。
）
を
別
に
定
め
る
こ
と
。 

 



 

 

15 

任
用
規
則
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
任
用
候

補
者
名
簿
を
作
成
す
る
こ
と
。 

16 

任
用
規
則
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
新
旧
両

名
簿
を
統
合
し
た
任
用
候
補
者
名
簿
を
作
成
す
る
こ
と
。 

17 

任
用
規
則
第
二
十
九
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、

任
用
候
補
者
名
簿
を
失
効
さ
せ
る
こ
と
。 

18 

地
方
公
共
団
体
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
四
十
八
号
。
以
下
「
任
期
付
職

員
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定

任
期
付
職
員
（
任
期
付
職
員
条
例
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る

特
定
任
期
付
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
採
用
の
承
認
を

す
る
こ
と
。 

19 

任
期
付
職
員
法
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
任

期
付
職
員
（
任
期
付
職
員
規
則
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一

般
任
期
付
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
初
任
給
規
則
第
十

条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
務
の
級
の
者
に
限
る
。
）
の
採

用
の
承
認
を
す
る
こ
と
。 

20 

任
期
付
職
員
法
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
任

期
付
職
員
の
任
期
の
更
新
の
承
認
を
す
る
こ
と
。 

21 

地
方
公
共
団
体
の
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
一
号
。
以
下
「
任
期

付
研
究
員
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

任
期
を
定
め
た
採
用
の
承
認
を
す
る
こ
と
。 

22 

任
期
付
研
究
員
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
任
期

の
特
例
の
承
認
を
す
る
こ
と
。 

 

16 

任
用
規
則
第
二
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
任
用
候
補
者
を

任
用
候
補
者
名
簿
か
ら
削
除
す
る
こ
と
。 

17 

任
用
規
則
第
二
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
任
用
候
補
者
名

簿
か
ら
削
除
さ
れ
た
任
用
候
補
者
を
当
該
名
簿
に
復
活
す
る
こ

と
。 

18 

任
用
規
則
第
二
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、

任
用
候
補
者
名
簿
を
失
効
さ
せ
る
こ
と
。 

19 

任
用
規
則
第
三
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
名
簿
を
提
示
す

る
こ
と
。 

20 

任
用
規
則
第
三
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
任
用
候
補
者
の

提
示
を
延
期
す
る
こ
と
。 

21 

任
用
規
則
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
の
任

用
候
補
者
を
二
以
上
の
任
命
権
者
に
重
複
し
て
提
示
し
な
い
こ

と
を
決
定
す
る
こ
と
。 

22 

任
用
規
則
第
四
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
本
規
則
の
実
施

に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
。 

23 

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
様
式
集
を
定
め
る
こ
と
。 

24 

採
用
試
験
に
関
す
る
委
員
等
設
置
規
程
（
昭
和
六
十
二
年
埼

玉
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
一
号
）
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規

定
に
基
づ
き
、
同
規
程
第
一
条
に
定
め
る
委
員
等
の
委
嘱
又
は
任

命
を
す
る
こ
と
。 

25 

人
事
記
録
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
二
―

四
。
以
下
「
人
事
記
録
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
二
項
た
だ

し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
任
命
権
者
が
勤
務
記
録
カ
ー
ド
を
別
の

様
式
に
定
め
る
こ
と
を
承
認
す
る
こ
と
。 

26 

人
事
記
録
規
則
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
人
事
記
録
を
任

命
権
者
に
請
求
、
受
理
す
る
こ
と
。 

27 

派
遣
条
例
第
三
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

派
遣
期
間
の
更
新
等
を
す
る
場
合
の
協
議
に
応
ず
る
こ
と
。 

28 

任
期
付
職
員
法
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
任

期
付
職
員
（
初
任
給
規
則
第
十
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
務 

 
 

の
級
の
者
を
除
く
。
）
の
採
用
の
承
認
を
す
る
こ
と
。 

 
 
 



 

29 

任
期
付
職
員
法
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
任 

 
 
 

 

期
付
職
員
の
任
期
の
更
新
の
承
認
を
す
る
こ
と
。 

30 

任
期
付
職
員
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
任

期
付
職
員
又
は
一
般
任
期
付
職
員
の
他
の
職
へ
の
任
用
の
承
認

を
す
る
こ
と
。 

31 

任
期
付
職
員
規
則
第
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
任
期
付
職
員

の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
。 

32 

任
期
付
研
究
員
法
第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
採
用

計
画
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
協
議
に
応
ず
る
こ
と
。 

33 

任
期
付
研
究
員
法
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
任
期

の
特
例
の
承
認
を
す
る
こ
と
。 

34 

任
期
付
研
究
員
規
則
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
異
動
の
承

認
を
す
る
こ
と
。 

35 

任
期
付
研
究
員
規
則
第
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
任
期
付

研
究
員
の
採
用
、
給
与
及
び
勤
務
時
間
の
特
例
に
関
し
必
要
な
事

項
を
定
め
る
こ
と
。 

八 

勤
務
延
長
及

び
再
任
用
に
関

す
る
事
務 

１ 

定
年
制
条
例
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
定
年
退
職

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
勤
務
延

長
し
た
期
限
又
は
同
条
同
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
限

が
到
来
す
る
職
員
（
初
任
給
規
則
第
十
条
第
一
項
第
一
号
に
掲

げ
る
職
務
の
級
の
者
又
は
教
育
長
の
職
に
あ
る
者
に
限
る
。
）

を
引
き
続
き
勤
務
延
長
す
る
場
合
の
承
認
を
す
る
こ
と
。 

２ 

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則

九
―
一
。
以
下
「
定
年
制
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
勤
務
延
長
職
員
（
初
任
給
規
則
第
十
条
第

一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
務
の
級
の
者
に
限
る
。
）
を
特
別
の

事
情
に
よ
り
異
動
さ
せ
る
場
合
の
承
認
を
す
る
こ
と
。 

１ 

定
年
制
条
例
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
定
年
退
職
日

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
勤
務
延
長

し
た
期
限
又
は
同
条
同
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
限
が

到
来
す
る
職
員
（
初
任
給
規
則
第
十
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る

職
務
の
級
の
者
及
び
教
育
長
の
職
に
あ
る
者
を
除
く
。
）
を
引
き

続
き
勤
務
延
長
す
る
場
合
の
承
認
を
す
る
こ
と
。 

２ 

定
年
制
規
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
勤
務
延
長
職

員
（
初
任
給
規
則
第
十
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
務
の
級
の

者
を
除
く
。
）
を
特
別
の
事
情
に
よ
り
異
動
さ
せ
る
場
合
の
承
認

を
す
る
こ
と
。 

３ 

定
年
制
規
則
第
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
の
定
年
等
の
実

施
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
。 

 



 

 

別
表
第
四
課
長
専
決
事
項
の
欄
14
ト
中
「
不
服
の
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
、
同
欄
15

中
「
第
十
九
条
」
の
下
に
「
第
一
項
」
を
、
「
又
は
」
の
下
に
「
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
」

を
加
え
、
同
欄
30
中
「
第
二
十
三
条
」
を
「
第
二
十
四
条
」
に
改
め
、
同
欄
31
中
「
第
十
条
」
を

「
第
九
条
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
四
任
用
審
査
課
長
専
決
事
項
の
欄
１
中
「
第
十
一
条
」
の
下
に
「
又
は
第
二
十
一
条
の
六
」

を
加
え
、
同
欄
２
中
「
第
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
の
下
に
「
又
は
第
二
十
一
条
の
七
第
一
項

た
だ
し
書
」
を
加
え
、
「
同
条
同
項
本
文
」
を
「
任
用
規
則
第
十
二
条
第
一
項
本
文
又
は
第
二
十

一
条
の
七
第
一
項
本
文
」
に
、
「
及
び
」
を
「
又
は
」
に
改
め
、
同
欄
３
中
「
第
十
二
項
第
二
項
」

の
下
に
「
又
は
第
二
十
一
条
の
七
第
二
項
」
を
加
え
、
同
欄
４
中
「
及
び
第
二
十
一
条
」
を
「
、

第
二
十
一
条
、
第
二
十
一
条
の
九
又
は
第
二
十
一
条
の
十
五
」
に
、
「
及
び
選
考
」
を
「
又
は
選

考
」
に
改
め
、
同
欄
８
中
「
第
四
十
一
条
第
三
項
」
を
「
第
四
十
一
条
第
三
号
」
に
改
め
、
同
欄

９
中
「
の
決
定
を
」
を
「
を
決
定
」
に
改
め
、
同
欄
12
中
「
の
受
理
を
」
を
「
を
受
理
」
に
改
め

る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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